
みやき町事業安定・継続資金利子補給金交付対象者認定要領 

（趣旨） 

第１条  この要領は、みやき町事業安定・継続資金利子補給金交付要綱（令和７年みやき   

町告示第 98 号。以下「交付要綱」という。）第２条に規定する対象者の認定に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

（対象者） 

第２条  交付要綱第２条第１項に基づく「対象者」とは、次の各号のいずれかに該当する     

者をいう。 

(1) 令和７年度のみやき町ふるさと寄附金返礼品取扱事業者で、返礼品にかかる令和６

年度の売上金額が 500 万円以上であること。 

(2) 令和７年度のみやき町ふるさと寄附金返礼品取扱事業者が返礼品生産のための仕入

を行う町内の相手方事業者で、当該仕入れにかかる令和６年度の取引金額が 500 万円

以上であること。 

(3) 令和７年度のみやき町ふるさと寄附金返礼品取扱事業者で、返礼品にかかる令和６

年度の売上金額が 500 万円未満であること。 

(4) 令和７年度のみやき町ふるさと寄附金返礼品取扱事業者が返礼品生産のための仕入

を行う町内の相手方事業者で、当該仕入れにかかる令和６年度の取引金額が 500 万円

未満であること。 

（申請） 

第３条  前条の認定を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、みやき町事業安   

定・継続資金利子補給金交付対象者認定申請書（様式１号）を町長に提出しなければな

らない。ただし、前条第 2号又は第 4号に該当する者は、当該取引金額を証明する書類

を添付するものとする。 

２ 前項の申請書には、誓約書兼同意書（様式２号）を添付しなければならない。 

（認定等） 

第４条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請が

第２条に規定する要件に適合すると認めるときは、対象者の認定を行うものとする。 

２ 町長は、前項の審査の結果、要件に適合しないと認めるときは、理由を付して、その

旨を当該申請者に通知するものとする。 



（認定の取消し） 

第５条  町長は、認定を受けた者が、偽りその他不正の手段により前条第１項の認定を受

けたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。 

２ 町長は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を当該認定を受けていた

者に通知するものとする。 

（委任） 

第６条 この要領に定めるもののほか、認定の実施に関し必要な事項は、町長が別に定め

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、告示の日から施行する。 

 （この要領の失効） 

２ この要領は、令和９年９月３０日限り、その効力を失う。ただし、同日以前になされ

た認定及びその取消しについては、なおその効力を有する。 


